
東浦町議会清流会　要望書

要望事項 回答

１．都市基盤の確立と主要道路の整備施策

都市計画道路名古屋半田線の未着手区間は、土地区画整理事業と切り離して県施行での方針決定がされ、

現在県公安委員会と信号交差点について協議中とのことだが、地元の要望を最大限反映したうえで、早期の開

通を実現すること。

緒川植山交差点から阿久比町の福住交差点までの約2.4キロメートルの未整備区間について、令和元年度に

「事業概要及び測量説明会」が開催され、測量及び予備設計が実施されました。

令和２年度より始めた県と県公安委員会との協議においても、信号交差点の位置について、県公安委員会から

の再検討や集約といった意見に対し、名古屋半田線と交差する町道について、地域の実情を勘案し、特に地域

住民の利用状況が多いと考えられる箇所について信号交差点となるよう要望書を提出したほか、交差点の必要

性を理解していただくよう継続的に協議を進め、ようやく交差点の必要性を理解していただき、町の要望する交差

点の計画で了解を得ることができました。

引き続き、周辺住民の利便性を考慮した計画の策定・早期完成を要望するとともに、県と一体となって本事業に

取り組んでいきます。

尾張森岡駅西交差点改良工事の早期着手すること

森岡駅西交差点改良事業は、平成18年度に、関係者に対し事業説明会を開催し、用地測量の立会い後、平

成19年度から用地買収及び物件移転補償の交渉を行ってきました。

現在、用地交渉が難航しているため、工事着手に至ることができませんが、引き続き県と連携し、各地権者にご理

解、ご協力が得られるよう、調整を図ってまいります。

緒川新田地区における土地区画整理事業は、町の発展には欠かせない事業である。

その実現に向けて、土地区画整理組合設立準備委員会と協力連携して地権者との合意形成を図り、住みやす

さを更に充実させ、住宅地としての魅力を高められるよう土地区画整理事業についても、道路と同時期の着工を

目指すこと。

土地区画整理組合設立準備委員会と協力連携して事業化を目指して進めていきたいと考えおり、事業計画の

見直しに必要な業務に対する助成金を計上していますので、合意形成が図れた際には執行する予定です。

主要地方道知多刈谷線においては、歩道整備による交通安全の確保を図ること。

猪伏釜交差点から相生交差点までの区間は、県が自歩道の整備を進めています。

事業中の区間の整備においては、関係地権者の皆さんに、ご理解、ご協力が得られるよう、引き続き、県と一体と

なって取り組みます。また、緒川相生交差点から西側の早期の整備着手を、引き続き県に要望します。

なお、各商店や住民の皆さまに事業目的をご理解、ご協力をいただき、ご意見に対しては個別対応をし、県と共に

事業の推進に取り組んでいきます。

コンパクトなまちづくりの生活拠点と位置づけている名鉄巽ヶ丘駅東側の整備を図るため、関係する知多市・阿久

比町・東浦町の3市町で協議会を発足させ、整備計画を早期に策定すること。

名鉄巽ヶ丘駅周辺整備については、関係する市町の協力が必須です。知多市及び阿久比町とは、打合せを行っ

ていますが、特に、駅東駅前空間のほとんどが阿久比町の行政区域となるため、今後も協力を働きかけていきま

す。また、鉄道事業者等の関係者の動向を注視し、取組みを検討していきたいと考えています。



東浦知多インター付近の区域は、東浦町都市計画マスタープランでも工業検討地として位置付けている。更に加

えて交通網の利便性も考えて多種多様な業種・規模の優良企業の積極的な誘致をすること。

本区域は、マスタープランでも工業検討地として位置付けており、工場を誘致していきたい場所になりますが、愛知

県の都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例に基づき区域の申出を行い、愛知県の告示に

規定する業種（集積業種）の判定を受ける必要があります。

今後も案件ごとに県との調整を図りながら、企業誘致につなげていきたいと考えております。

石浜工業団地への工場建設が始まりました。今後も企業の動向を注視して、町として適宜適切な対応と企業へ

の働きかけを行うこと。

工場建設が動き出したことは、本町にとっても大きな動きと捉えております。工場建設が順調に進むよう適宜企業

と調整を行い、工事の進捗を見守ってまいります。

今後においては、敷地が広大でありますので、敷地全体での活用を働きかけてまいります。

子どもを守る環境整備と通学路の歩道整備等の安全対策を強化すること。

現在、用地測量が完了し、用地買収の準備を進めています。円滑に保育園児の登園や小中学生の通学、住民

の通行ができるよう、引き続き、用地交渉を迅速に進め、早期着手するよう努めます。

町道養父森岡線は、道路幅員８ｍを計画しているため、沿線の建物の取り壊し等情報があり次第交渉を行い、

用地の確保、整備に努めます。また、通学路については、道路拡幅が連続的に進み次第、調整を行います。

通過車両の対策として、ゾーン30等の取組みも踏まえ、地元区、半田警察署及び通学路交通安全対策担当者

連絡会等と調整しつつ交通安全対策に努めます。

当路線は都市計画決定されているものの、事業化されていないため、具体的な整備予定はありません。

現道の一般国道366号の豆搗橋南から半田市境までの自歩道設置を、引き続き県に要望します。

名古屋三河道路の早期に整備実現を図ること。

名古屋三河道路は、令和２年度から、名古屋三河道路を含む名古屋都市圏環状機能強化の検討を実施し

ていただき、令和３年３月に公表された「新広域道路交通計画（中部ブロック版）」には、高規格道路として位

置づけられました。

引続き、名古屋都市圏環状機能強化の検討を進めていただき、重要物流道路に指定し、知多地域と名豊道

路（国道23号）を結ぶ区間を優先的に早期実現に向けた調査・検討を進めていただくよう沿線市町、地元経

済界、企業等で構成される名古屋三河道路推進協議会で積極的に要望していきます。



２．生活環境の整備施策

児童生徒数の減少が予想される地域について、学区再編成の検討をすること。

令和２年度より、緒川西部地区の児童、園児の卯ノ里小学校、西部中学校への学校選択制を導入しました。

学校選択制や通学路の安全対策については、該当地区の保護者に対し、保育園への入園申込時や小中学校

への入学前に案内を行っております。

災害に強いまちづくりの推進

建物被害予測の作成と周知については、令和３年12月更新の防災マップにおいて、大規模な地震の際に倒壊

のおそれのある住宅を示した旧耐震木造住宅分布図を掲載し、住民の皆さんへ周知しています。

震災津波対策については、平成26年に藤江地区まちづくり実行委員会から津波避難対策の要望を受けて、平

成27年4月に藤江地区の事業者と一時的な避難場所を提供してもらう、「災害時における被災者等に対する応

急対策活動の支援協力に関する協定」を締結しています。また、津波発生時に海岸沿いの施設等に対して迅速

な避難広報が行えるよう、令和２年度に藤江ポンプ場に屋外拡声機を設置しました。

避難訓練の徹底については、愛知県が公表した南海トラフ地震の被害想定に基づき、自主防災会と連携して町

総合防災訓練や地区の防災訓練において避難訓練等を実施しています。

福祉避難所の確保については、障がい者や高齢者など、避難生活に特に配慮を要する者の避難所として、東浦

町勤労福祉会館を福祉避難所として指定しています。要配慮者の受け入れの充実を図るため、町内の福祉施

設を福祉避難所として利用できるよう、現在、社会福祉法人５団体11施設と協定を締結しており、協定先と円

滑な避難所運営に向けた打合せ会を実施しています。引き続き、他の福祉施設との協定締結を含め、福祉避難

所の確保に努めていきます。

避難経路については、地震などで被害を受ける地域が広範囲にわたると想定されることから、避難経路は住民の

皆さんそれぞれで異なってくると考えています。令和３年12月に更新した防災マップなどを活用することにより、避難

場所や安全な避難経路を事前に確認していただけるよう周知を図ります。

令和２年９月から次世代自動車購入費の補助制度を実施し、取扱基準を定め、大規模災害時に避難所等

への電力供給に協力いただける方の登録をお願いしています。次世代自動車の所有者に広く登録していただける

よう、災害時等における外部給電機能の活用方法について、広報紙やホームページなどを通じて周知・啓発に努め

ていきます。

防犯・防災対策のボランティア活動の充実を図る。また、抑止効果を図るため主要地点に監視カメラを増設して安

全・安心な、まちづくりをすること。

防犯活動については、安全なまちをつくる会各地区支部や防犯ボランティア等への支援を実施していくとともに、地

域や半田警察署と連携し、引続き防犯対策に努めていきます。

防犯カメラの設置について、令和３年度は、森岡地区の森岡工業団地南交差点と緒川地区の東栄町交差点

の町の入り口となる行政界付近にそれぞれ１箇所設置するとともに、地区自治会等が設置する防犯カメラ設置

費用の一部を補助しました。

令和４年度も、半田警察署と協議をしながら行政界付近に、防犯カメラを設置する予定しています。

防災活動については、住民の防災意識の維持・向上を図るため、ボランティア団体である東浦防災ネットと連携を

図り、防災フェアなどのイベントや出前講座、小中学校における防災教室などで啓発活動を実施により、住民の

防災意識の向上を図っています。また、地区防災計画の作成向けた、ワークショップなどの支援を行い、地域防災

体制の強化を図っています。

防災リーダー及び災害ボランティアコーディネータ養成講座についても、引き続き、隣接する阿久比町と合同で開催

し、地域での防災活動の中心的な役割を担う人材を育成するとともに、広域での連携強化を図っています。



産業廃棄物処理業者、排出業者への煤塵、騒音、施設出入口の通行の安全対策等の指導監督及び不法投

棄の取締りの徹底とため池、河川の水質監視をすること。また、新規に参入する業者には地域住民の理解を得る

ように働きかけること。

本町では、毎年６月、11月に県が実施する「産業廃棄物の適正処理に係る指導強化月間」で産業廃棄物処

理施設への一斉立ち入り調査に同行し、廃棄物の適正な処理、煤塵、騒音、通行の安全対策等について聴き

取り及び指導を行っています。また、日常的に実施している監視パトロールにて産業廃棄物の不適正処理等を発

見した場合は、直ちに県へ報告する体制も構築しています。

今後も県と連携・協力し、産業廃棄物処理施設及び事業者に対する指導監督を行い、産業廃棄物の不適正

処理の未然防止に努めます。

不法投棄の対策としては、環境監視員による環境監視パトロールにより不法投棄多発箇所を重点的に巡回する

など警戒を行い、不法投棄を発見した場合は、更なる不法投棄の誘発を防ぐために、速やかに土地所有者・管

理者へ連絡し、対応を依頼しています。また、町内全体の不法投棄を監視する意識を高めるため、不法投棄発

生場所をホームページで公開し住民への情報提供を行っています。

ため池、河川の水質監視は、毎年５月、11月に町内河川14箇所、ため池32箇所、排水路６箇所の水質調査

を行い、状況把握に努めています。今後も水質調査を実施し、良好な生活環境の保全を図ります。

新規産業廃棄物処理施設設置業者には、「東浦町産業廃棄物処理施設の設置等に係る計画の事前公開等

に関する条例」において、地域住民に対し意見交換会を開催することを義務付け、住民の理解を得るよう指導し

ています。

新規参入する企業には、町と企業が公害防止協定を結ぶことを強力に働きかけること。

現在、公害対策として企業の生産活動によって発生する公害を未然に防止するため、町内企業48社と公害防

止協定を締結しています。毎年、公害防止計画書に基づく環境調査の結果を提出していただき、調査結果が基

準値を超えていた場合は、改善に向けての指導を行っています。

町内への新規参入企業には、生活環境に影響を及ぼすことを未然に防止するため、関係各課と連携し、公害防

止協定の締結を依頼しています。

幹線道路・公園内の除草作業を計画的に行うこと。

草の繁茂が著しい通学路の草刈りは、年間計画で業者に発注して計画的に実施しています。

除草回数としては、年１回から２回の草刈りを実施していますが、草の繁茂状況等踏まえ、必要に応じ複数回の

草刈りを実施して行きたいと考えております。また、国道及び県道については、県が年１回の草刈りを実施していま

すが、草の繁茂状況等を踏まえ、複数回の草刈りを要望していきます。

一般の通行があり、一定区間を柵等で仕切っていない堤防での除草作業において、ヤギを活用することは難しいで

すが、活用可能な箇所が見込める場合は、検討します。

公園でヤギを活用した除草は、異臭問題、適切な草高の管理、安全面の問題が懸念されます。また、草高の管

理だけではなくヤギへの給水手間や体調管理などが必要になることから実施しません。なお、公園の除草作業は、

シルバー人材センターから一部業者へ委託業務を切り替え、計画的に実施していくとともに、自治会等と年間スケ

ジュールの調整を行い、ホームページに予定時期を掲載しています。

高齢者社会を迎え、買い物難民への諸施策を考えること。

デマンド型交通は、町運行バス「う・ら・ら」等の路線定期型交通と違い、予約に応じて運行することや運行ルートを

固定しないことが可能となることにより、輸送効率の向上や公共交通空白地域がカバーできるなどの効果が期待

できます。しかし、デマンド型交通は、現行のタクシーとの役割分担や運行経費の増加、予約の仕組みが利用者に

馴染まない、利用が確実に見込めるかといったことが懸念されます。デマンド型交通がどのような人を対象に、どのよ

うな移動に対し、どのような輸送サービスを提供するのかを明確にした上で、導入検討していきたいと考えています。

ゴミのポイ捨て禁止とペットによる糞害防止を図ること。

ごみのポイ捨て・不法投棄の防止に向け、引き続き環境監視員によるパトロールの実施や啓発活動の充実に努め

ます。また、ペットのフンの不始末等については、モラル・マナーを守っていただくよう広報やホームページ、看板設置の

ほか、犬の集合注射などの機会をとらえて周知するとともに、県動物愛護センターと協力して、ペットの飼い方マ

ナー向上の啓発活動に努めてまいります。



３．健康と福祉事業施策

町運行バス「う・ら・ら」の路線経路変更を行いダイヤが大幅に改正されたが、地域住民の声を更に聞き乗客の利

便性向上を図ること。また、名鉄巽ヶ丘駅乗り入れなど路線の充実を図り利用率のアップを図ること。

住民の皆さんの町運行バス「う・ら・ら」に対する移動ニーズについては、日頃から本町へ届いている意見要望や現

在策定を進めている「東浦町地域公共交通計画」における住民アンケート調査により把握に努めているところで

す。また、「東浦町地域公共交通計画」において、知多バス「東ヶ丘団地線」の利便性向上を図るため、東ヶ丘団

地内の「う・ら・ら」と「東ヶ丘団地線」のバス停位置統一や名鉄河和線との「東ヶ丘団地線」との乗継時刻表の作

成・周知、「う・ら・ら」回数券を知多バス「東ヶ丘団地線」で利用可能とする実証実験などを予定しています。

今後も必要に応じて各種アンケート調査等を実施し、利便性及び利用率の向上につながる施策を東浦町地域

公共交通会議で協議し、検討していきます。

住民が安心できる医療体制を築き、更に各種検診事業や健康増進事業の推進を図ること。

現在、町内の医療体制は半田市医師会東浦町医師団を中心とし、それぞれの診療所等での日常の診療及び

当番制での休日診療を実施しています。受診を希望する際に、可能な限り町内医療機関での受診が行えるよ

う、引き続き各医療機関との連携に努めてまいります。なお、本町で実施するがん検診や歯周疾患検診等の検

診業務は、疾病の早期発見及び重症化予防の観点で非常に有効なものとなっています。検診を受診する機会を

逃さないためにも、未受診者への受診勧奨や受診日程の拡大を検討してまいります。

また、運動を始めるきっかけを提供することを目的とし、引き続き、各種健康教室の開催や、教室参加をきっかけと

した地域の同好会活動への参加等、町民全体に向けて事業を展開してまいります。

老人憩の家を利用するふれあいサロン、老人会活動等は、狭く老朽化した施設が多く

毎日通うことができるように、早期に対策を図ること。

老人憩の家等、施設の更新に関しては、町内全体の公共施設等総合管理計画で検討しています。また、修繕に

ついては、耐用年数や老朽化の状況からから判断をし優先順位をつけて計画をしております。利用者が安全に活

動を行うことができるよう、整備に努めます。

高齢者を含めた健康づくり教室などを、愛知県施設「あいち健康プラザ」にて実施しているが保健センターも充実さ

せ更なる健康増進を図ること。

あいち健康プラザで引き続き東浦町民用の専用教室を実施するとともに、保健センターや各地区の施設を活用し

た各種教室などを継続して実施してまいります。

各地区にある身近なウオーキングコースの見直しと再整備を行い、手軽に行える健康づくりを推進すること。

各地区のウォーキングコースについては現状では利用者が多くいないこと及び歩きにくい箇所が見られることから、

ウォーキングコース自体のあり方について、見直しを行っている状況です。今後はコースそのものにとらわれず、ウォーキ

ングを開始し、継続する住民の動機付けとなるような事業展開を検討してまいります。

また、コミュニティセンターへの案内板設置及びコース途中の距離表示版の整備については、ウォーキングコースの全

体的な見直しの中で合わせてその必要性について検討してまいります。

於大公園内の施設は、再整備を検討しているが他市町より来場者が訪れるような魅力ある公園作りを図ること。

於大公園再整備計画について、今年度からプールの取壊しに着手しています。

令和４年度には、駐車場整備をおこない、令和５年には、子供のあそび場ゾーンの着手を予定しており、新たなロ

ングすべり台、緒川城を連想させる要素をちりばめた斜面地形を生かした遊具を設置します。その後、子供のあそ

び場ゾーンの幼児用遊具広場やおもしろサイクル広場、バーベキュー広場と順次手がけていきます。より魅力的で賑

わいのある於大公園を目指していきます。



役場へ来訪する障がい者の方へのバリアフリー対策を更に充実させること。
令和３年度は、期日前投票所や確定申告会場で使用する西会議室棟の入口前の階段に手すりを設置しまし

た。今後も、障がいをお持ちの方を含む誰もが利用しやすい施設であるよう、庁舎の環境整備に取り組んでいきま

高根の森は、「保健保安林」にもなっており、地域住民に十分活用されるように再整備を行い、日常管理を徹底

すること。

高根の森は、保健保安林及び土砂流出防備保安林に指定されています。

日常管理は、年間を通して除草、樹木の剪定及び森林病害虫防除業務を実施しており、今後も維持管理に努

めるとともに、地域住民に情報発信を行っていきます。

新型コロナウイルス感染症対策

住民の新型コロナウイルス感染症の情報等は、新聞等でも周知をしております。また、個人情報の観点から周知で

きる情報は限られており、個人での感染予防に留意していただくことが感染拡大には重要であると考えます。

新型コロナウイルスに感染した方への対応や自宅療養者の対応についは、保健所が対応しており、オンライン診療

については保健所を含めた関係機関との調整が必要になるため、情報収集に努めてまいります。

敬老会行事（式典、記念品、芸能披露）は、廃止となったが地域住民より復活及び代替え行事を望む声が多

い。検討をすること。

敬老事業は、「高齢者の長寿と健康を祝い、多年にわたる社会への貢献に敬意を表するとともに、高齢者の生き

がいへの寄与や地域交流の場の提供」を目的として行ってきましたが、高齢者人口が増加する中、本町の高齢

者・障害者のための社会福祉費は、毎年約１億円ベースで増加しており、他事業にも支障がでることが想定され

ます。事業の公平性と継続性の担保を考慮した結果、財政的にも困難であると判断したため、廃止としたもので

あり、財政状況は今後も変わらないものと考えられます。しかしながら、事業の目的であった「高齢者の長寿と健康

を祝い、多年にわたる社会への貢献に敬意を表する」気持ちは事業の廃止に関わらず変わらないものです。一人ひ

とりの高齢者を尊重し、地域で安心して生活できるまちづくりや、見守り支えていくことが、敬意を表することにつな

がると考えておりますので、引き続き地域で安心して生活できるまちづくりを進めていきます。



４．生涯学習の充実施策

各地区コミュニティ推進協議会の活動の活性化と加入促進のためにパンフレットの作成など継続的な支援を図る

こと。

各地区コミュニティ推進協議会に対し、コミュニティの振興と地域の課題解決への取り組みを支援するため、引き続

き交付金による財政的支援や職員の助言等による人的支援を行っていきます。また、コミュニティ推進協議会への

加入促進と理解度を深めていただくため、「コミュニティ紹介パンフレット」の資料作成を行います。

多目的ホールの建設は、地域文化・伝統・芸術活動の新しい創造の館であり、文化生活に潤いと社交場として、

必要であり公共施設等総合管理計画に、多目的ホールの建設の検討をすること。

将来のまちづくりを見据えた総合計画等に基づき、施設の配置や統廃合も考慮しながら多目的ホールのありかた

について検討していきます。

総合運動公園を新設し、青少年の健全育成と生涯スポーツの環境づくりを検討すること。
総合運動公園設置の予定は今のところありません。既存体育施設（町体育館、ふれあいセンター、藤江コミュニ

ティセンター、グラウンド、テニスコート）の維持管理に重点を置き、施設の利用促進に努めます。

小中学校の特別教室及び普通教室へのエアコン設置はされたが、更に体育施設への設置も図ること。
体育館へのエアコン設置について、現在のところ計画はありませんが、災害時には避難所としての機能も有している

ため、関係課と調整し、検討してまいります。

小中学校施設の全箇所、トイレ洋式化の改修が早期に実現するように、改修計画のスピードアップを図ること。

小中学校施設のトイレの洋式化については、計画的に実施しており、令和３年12月末時点での洋式化率（生

徒児童用の総便器数における洋式便器数の割合）は、小学校で52.4％、中学校で42.8％となっております。令

和４年度には、森岡小学校及び東浦中学校でのトイレ改修工事を予定しております。今後も、可能な限りトイレ

洋式化の早期完了を目指し、進めてまいります。

町体育館施設にエアコン設置して住民が使いやすい施設にすること。
体育館へのエアコン設置について、現在のところ計画はありませんが、災害時には避難所としての機能も有している

ため、関係課と調整し、検討してまいります。

東浦自然環境学習の森の保全活動を進め、自然や生き物を学ぶ生涯学習の場となるように学習棟などの整備

をすること。

東浦自然環境学習の森は、里地里山環境が残る場所であり、多様な生き物を育む場、人と自然がふれあう場

などとして活用するため、県や町が行う竹の除伐等の整備事業のほか、保全活動団体との協働により、伐採竹の

処理などの保全活動を引き続き実施していきます。

また、学習棟などの施設整備につきましては、「東浦自然環境学習の森基本計画」に基づき、観察会や保全体

験等のイベント参加者数が年間5,000人以上になるなど、住民の認知度が高まった段階で検討していきます。

５．観光の振興施策

ふるさとガイド協会の活動は素晴らしい活動だと評価しています。さらにその活動が発展して、町営バス「う･ら･ら」

の利用と連動させて町内の史跡を廻るバスルートづくりを行うことで、町営バス「う･ら･ら」利用促進に繋がる施策を

検討すること。（うらら１日券発行の検討）

現在、東浦ふるさとガイド協会では「ふるさとガイドのモデルケース」として、２時間程度を徒歩で名所・旧跡などをめ

ぐるコースがすでに設定されています。また、要望に応じたコースのガイドも行っています。

現在のところ１日券の発行の予定がないことや、既存のコースとバスとの連動による効果が未知数であるため、今

後、関係部署、東浦ふるさとガイド協会、東浦町観光協会などの意見も伺いながら検討します。

天白遺跡公園を活かした旧跡巡りルートを検討すること。
天白遺跡の近くには入海貝塚もあることから、緒川コミュニティセンターを起点に、入海貝塚と天白遺跡ひろば及び

周辺の文化財をめぐる散策コースを設定する予定です。

史跡等の案内表示の整備をすること。
町内には現在60基の文化財説明板・案内板を設置し、史跡の案内表示に努めています。設置可能な場所を考

慮し、地域の意見を伺いながら検討していきます。

令和２年度のNHK大河ドラマで緒川城、村木砦の戦いなど町内にある史跡や於大の方、水野信元など町にゆ

かりのある歴史上重要な人物が登場した。この機会に史跡巡りがしやすい環境整備を検討すること。

緒川城址は役場に駐車してもらいそこから徒歩で、村木砦跡は周辺に駐車可能な施設がないため、JR尾張森岡

駅から徒歩で行くよう案内しています。緒川城址・村木砦跡ともに住宅地内にあり用地がないため、駐車場整備

をすることは難しいと考えています。なお、村木砦跡については、令和３年度に町観光協会が近くの歯科医院に依

頼し、医院が休みの日曜・祝日に歯科医院の駐車場の利用が可能になりました。また、町観光協会によりJR尾

張森岡駅に「90分で巡る織田信長戦いの跡」の史跡案内看板が設置されており、それらを活用して史跡巡りをし

てもらいたいと思います。

明徳寺川沿い於大のみちは、ウオーキング等で年間を通じて利用され、八重桜が咲く４月には、ふるさとガイド協

会が毎年さくらガイドを行い町内外から訪れる人を案内している。今年度、再会広場付近に親水施設が整備され

るのを機に、今まで以上に楽しめる場所として活用されるよう情報発信に努めること。

於大のみちは気軽に散策でき、４月の八重桜が咲く風景も美しく、東浦を代表するスポットです。健康の道として

ウォーキングコースにも設定されており、親水施設の利活用も含め、より魅力ある場となるよう考えていきます。


